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審査請求に関する審議手続の比較 

法施行条例（案） 行政不服審査法 情報公開・個人情報保護審査会設置法 現行条例 

(審議会の調査権限) 

第●条 審議会は、必要があると認めるときは、法第百五

条第三項において準用する同条第一項の規定により諮

問をした県の機関等及び山梨県議会個人情報保護条例

第●条の規定により諮問をした議会（以下「諮問庁」と

いう。）に対し、保有個人情報の提示を求めることができ

る。この場合においては、何人も、審議会に対し、その

提示された保有個人情報の開示を求めることができな

い。 

２ 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあった

ときは、これを拒んではならない。 

３ 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、

保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指

定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審

議会に提出するよう求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(委員による調査手続) 

第●条 審議会は、必要があると認めるときは、その指名

する委員に、前条第一項の規定により提示された保有個

人情報を閲覧させることができる。 

 

 

 

 

 

 

（審査会の調査権限） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第七十四条 審査会は、必要があると認める場合には、審

査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は第四

十三条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁

（以下この款において「審査関係人」という。）にその主

張を記載した書面（以下この款において「主張書面」と

いう。）又は資料の提出を求めること、適当と認める者に

その知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその

他必要な調査をすることができる。 

 

（意見の陳述） 

第七十五条 審査会は、審査関係人の申立てがあった場合

には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与え

なければならない。ただし、審査会が、その必要がない

と認める場合には、この限りでない。 

２ 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、

審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することがで

きる。 

 

（主張書面等の提出） 

第七十六条 審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は

資料を提出することができる。この場合において、審査

会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定め

たときは、その期間内にこれを提出しなければならな

い。 

 

（委員による調査手続） 

第七十七条 審査会は、必要があると認める場合には、そ

の指名する委員に、第七十四条の規定による調査をさ

せ、又は第七十五条第一項本文の規定による審査関係人

の意見の陳述を聴かせることができる。 

 

 

 

 

（審査会の調査権限） 

第九条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に

対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めること

ができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、

その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を

求めることができない。 

 

 

 

２ 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあった

ときは、これを拒んではならない。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、

行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に

含まれている情報の内容を審査会の指定する方法によ

り分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよ

う求めることができる。 

４ 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査

請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人（行政不服

審査法（平成二十六年法律第六十八号）第十三条第四項

に規定する参加人をいう。次条第二項及び第十六条にお

いて同じ。）又は諮問庁（以下「審査請求人等」という。）

に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者

にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めるこ

とその他必要な調査をすることができる。 

 

（意見の陳述） 

第十条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったとき

は、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え

なければならない。ただし、審査会が、その必要がない

と認めるときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人

は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭すること

ができる。 

 

（意見書等の提出） 

第十一条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資

料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又

は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期

間内にこれを提出しなければならない。 

 

 

（委員による調査手続） 

第十二条 審査会は、必要があると認めるときは、その指

名する委員に、第九条第一項の規定により提示された行

政文書等若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第四項

の規定による調査をさせ、又は第十条第一項本文の規定

による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることがで

きる。 

 

 

（審議会の調査権限） 

第五十四条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問

実施機関に対し、保有個人情報の提示を求めることがで

きる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その

提示された保有個人情報の開示を求めることができな

い。 

 

 

 

２ 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めが

あったときは、これを拒んではならない。 

３ 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関

に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審議

会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成

し、審議会に提出するよう求めることができる。 

 

４ 第一項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査

請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施

機関（以下「審査請求人等」という。）に意見書又は資料

の提出を求めること、適当と認める者にその知っている

事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査

をすることができる。 

 

 

 

（意見の陳述） 

第五十五条 審議会は、審査請求人等から申立てがあった

ときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を

与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がな

いと認めるときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人

は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することが

できる。 

 

（意見書等の提出） 

第五十六条 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は

資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又

は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期

間内にこれを提出しなければならない。 

 

 

（委員による調査手続） 

第五十七条 審議会は、必要があると認めるときは、その

指名する委員に、第五十四条第一項の規定により提示さ

れた保有個人情報を閲覧させ、同条第四項の規定による

調査をさせ、又は第五十五条第一項本文の規定による審

査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。 

 

 

 

参考資料４－２ 
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法施行条例（案） 行政不服審査法 情報公開・個人情報保護審査会設置法 現行条例 

(提出資料の写しの送付等) 

第●条 審議会は、第●条第三項の規定による資料の提出

又は法第百六条第二項の規定により読み替えて適用さ

れる行政不服審査法第八十一条第三項において準用す

る同法第七十四条若しくは同項において準用する同法

第七十六条の規定による主張書面若しくは資料の提出

があったときは、当該主張書面又は資料の写し(電磁的

記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録され

た事項を記載した書面)を当該主張書面又は資料を提出

した審査請求人等（審査請求人、参加人（同法第十三条

第四項に規定する参加人をいう。）又は諮問庁をいう。以

下同じ。）以外の審査請求人等に送付するものとする。た

だし、第三者の利益を害するおそれがあると認められる

とき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 審議会は、前項の規定による送付をしようとするとき

は、当該送付に係る主張書面又は資料を提出した審査請

求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会

が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(調査審議手続の非公開) 

第●条 審議会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、

公開しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提出資料の閲覧等） 

第七十八条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出

された主張書面若しくは資料の閲覧（電磁的記録にあっ

ては、記録された事項を審査会が定める方法により表示

したものの閲覧）又は当該主張書面若しくは当該資料の

写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載

した書面の交付を求めることができる。この場合におい

て、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認

めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、そ

の閲覧又は交付を拒むことができない。 

２ 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の

規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交

付に係る主張書面又は資料の提出人の意見を聴かなけ

ればならない。ただし、審査会が、その必要がないと認

めるときは、この限りでない。 

３ 審査会は、第一項の規定による閲覧について、日時及

び場所を指定することができる。 

４ 第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参

加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内にお

いて政令で定める額の手数料を納めなければならない。 

５ 審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認め

るときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を

減額し、又は免除することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提出資料の写しの送付等） 

第十三条 審査会は、第九条第三項若しくは第四項又は第

十一条の規定による意見書又は資料の提出があったと

きは、当該意見書又は資料の写し（電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項

及び次項において同じ。）にあっては、当該電磁的記録に

記録された事項を記載した書面）を当該意見書又は資料

を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付す

るものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれが

あると認められるとき、その他正当な理由があるとき

は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

２ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された

意見書又は資料の閲覧（電磁的記録にあっては、記録さ

れた事項を審査会が定める方法により表示したものの

閲覧）を求めることができる。この場合において、審査

会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めると

き、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧

を拒むことができない。 

 

 

３ 審査会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の

規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は

閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の

意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その

必要がないと認めるときは、この限りでない。 

４ 審査会は、第二項の規定による閲覧について、日時及

び場所を指定することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

（調査審議手続の非公開） 

第十四条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 

 

（審査請求の制限） 

第十五条 この法律の規定による審査会又は委員の処分

又はその不作為については、審査請求をすることができ

ない。 

 

 

（提出資料の写しの送付等） 

第五十八条 審議会は、第五十四条第三項若しくは第四項

又は第五十六条の規定による意見書又は資料の提出があ

ったときは、当該意見書又は資料の写し（電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下こ

の項及び次項において同じ。）にあっては、当該電磁的記

録に記録された事項を記載した書面）を当該意見書又は

資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付

するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれが

あると認められるとき、その他正当な理由があるときは、

この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

２ 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された

意見書又は資料の閲覧（電磁的記録にあっては、記録され

た事項を審議会が定める方法により表示したものの閲

覧）を求めることができる。この場合において、審議会

は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、そ

の他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒む

ことができない。 

 

 

３ 審議会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の

規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は

閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意

見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要

がないと認めるときは、この限りでない。 

４ 審議会は、第二項の規定による閲覧について、日時及

び場所を指定することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

（調査審議手続の非公開） 

第五十九条 審議会の行う審査請求に係る調査審議の手

続は、公開しない。 
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法施行条例（案） 行政不服審査法 情報公開・個人情報保護審査会設置法 現行条例 

(答申書の送付等) 

第●条 審議会は、法第百五条第三項において準用する同

条第一項の規定による諮問に対する答申をしたときは、

答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとと

もに、答申の内容を公表するものとする。 

 

(答申の尊重義務) 

第●条 諮問庁は、審議会の答申を尊重しなければならな

い。 

 

(審議会の運営に関する委任) 

第●条 第●条から前条までに定めるもののほか、議事の

手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審

議会に諮って定めるものとする。 

 

（答申書の送付等） 

第七十九条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、

答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとと

もに、答申の内容を公表するものとする。 

 

 

 

 

（答申書の送付等） 

第十六条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答

申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するととも

に、答申の内容を公表するものとする。 

 

 

 

 

 

 

（政令への委任） 

第十七条 この法律に定めるもののほか、審査会に関し必

要な事項は、政令で定める。 

 

 

（答申書の送付等） 

第六十条 審議会は、第四十三条第一項の規定による諮問

に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人

及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表する

ものとする。 

 

（答申の尊重義務） 

第六十一条 諮問実施機関は、審議会の答申を尊重しなけ

ればならない。 

 

（審議会の運営に関する委任） 

第六十二条 第五十二条から前条までに定めるもののほ

か、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、

会長が審議会に諮って定めるものとする。 

 

 


